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別紙５ 

農林水産技術会議事務局における事前防災対策総合推進費による調査研究

委託事業に係る契約方式について 
 

農林水産技術会議事務局における事前防災対策総合推進費による調査研究委託事業

への応募及び当該事業の実施に当たっては、複数の研究機関等が共同して研究を推進す

る場合にはコンソーシアムを構成している実態、その研究機関等相互の協働等を考慮し、

コンソーシアムの代表機関に農林水産省との契約を締結していただくこととしていま

す。 

 

 

 
 
 
 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 研究開発責任者とは、当該研究の実施計画の起案立案、実施、成果管理等をする代表者。 

※２ 参画必須機関については、農林水産技術会議事務局における事前防災対策総合推進費による調

査研究委託事業の応募要領別紙１を確認してください。 

 

複数の機関がグループとなって研究を実施する場合、農林水産技術会議事務局におけ

る事前防災対策総合推進費による調査研究委託事業の応募要領「Ⅲ 応募 １ 応募資

格等」の要件を満たすとともに、参画する研究機関等それぞれの分担関係を明確にした

上で、コンソーシアムの代表機関が中心となって、契約単位としてのコンソーシアムを

設立していただきます。研究費は、各研究機関等に責任を持って執行していただきます。

その際の事務の流れは次の１及び２のとおりです。 

農林水産省 

委託契約 

研究グループの規約等に 

基づく資金請求・交付等 

【コンソーシアム方式】 

・研究開発責任者（※１） 

（研究代表者）等 

・経理責任者 

・契約事務担当者 

独立行政法人等 大学等 民間企業、生産者、農林漁業者等（※２） 

共同研究機関 

代表機関（中核機関） 

コンソーシアム 

協力機関 
（コンソーシアム外） 
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１．公募から契約締結までの事務の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注１：研究グループによる事業実施について、コンソーシアムを構成することとなるすべての研

究機関の内諾を得ている必要はありますが、③の時点では、必ずしもコンソーシアムを設

立している必要はありません。 

※注２：⑦により、コンソーシアムとして契約する体制を構築。 

  

【研究グループ(コンソーシアム)】 

 
③応募要領に従って研究グ

ループを構成 
④研究グループの代表機関

が企画提案書を提出 

 

 

 

⑦コンソーシアム設立 

・規約に同意、協定書を締

結又は共同研究契約締結 

・委託事業年度実施計画 

作成・提出 

・管理口座の開設 

・随意契約登録者名簿登録 

申請書提出 

 

 

 

 
① 応募要領事前公表 

② 事業の公募 

公募説明会 

 

 
⑤外部専門家等による審査

委員会による審査 
⑥採択先決定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【農林水産省】 

⑧委託契約 
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２．契約締結から額の確定までの事務の流れ（概算払の場合） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）財務省との協議に当たり、事前に概算払必要理由書（様式自由）を提出していただく場合があ

ります。 

 

 

 

【コンソーシアム】 
① 概算払を行うための手続

（代表機関） 
・概算払必要理由書の提出(※) 

 
 
 
②資金請求 

委託費概算払請求書提出 

 （代表機関） 
 
④構成員への支払 

（代表機関） 

 
⑤研究の進行管理 

（代表機関） 

 

⑥構成員から代表機関へ 

実績報告書の提出 

 

⑦代表機関で内容を検査 

の上、取りまとめ 

（代表機関） 

 

⑧委託事業実績報告書提出 

（代表機関） 

 

⑩代表機関は額の確定を受

け、構成員の額を確定・

通知（代表機関） 

①概算払を行うための手続 

・財務省との概算払協議 

・財務省から概算払の承認 

・概算払可能のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

③代表機関へ資金交付 

（委託費概算払） 

 

⑤研究の進行管理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨額の確定・通知（精算） 

【農林水産省】 


